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ご自身でひげそりができない方は
必ず電気シェーバーをご準備ください

●保険証・限度額認定証・マイナンバーカード・介護保険証・その他医療証（乳幼児・重度障害など）

●診察券 

●入院予約表 

●医療要否意見書（生活保護法による方)

●入院誓約書

●身元引受・連帯保証人確認書

●療養の給付と直接関係ないサービスの利用同意書

●退院証明書（直近3ヶ月以内に他病院で入院されていた方）

※現在、服用又は使用中のお薬、装具類は必ずお持ちください。

※手続きなどで必要な場合もありますので、念のため印鑑をお持ちください。

※持参される物は必要最低限でお願いいたします。

※盗難防止の為、多額の現金や貴重品はお持ちにならないでください。貴重品はセーフ

ティーボックスを利用していただき、ご自身で管理をお願いいたします。なお、紛失・

盗難について当院では責任を負いかねます。また、セーフティーボックスの鍵を紛失・

破損した場合には、実費（500円（税込））をご負担いただきます。

※入院の保証金や一時金などはお預かりしておりませんので、入院当日の現金の準備

は必要ございません。



禁煙をお願いする場所
病院建物内、病院駐車場、玄関歩道など病院敷地内全体
※病院周辺でも、地域住民の方々のご迷惑になりますのでご遠慮ください
※ポイ捨て等は厳禁です。地域住民の方々からの苦情が多数寄せられています

禁煙をお願いする方
患者さま、およびご来院のすべての方



当院の駐車場は別会社に管理・運営を委託しております。

駐車場内のトラブル等に関するお問い合わせは総合警備保障株式会社

（03-5306-7255）へご連絡ください。



●患者さまの病気や入院に関連していろいろな問題がある場合は、医師、看護師に

ご相談ください。または、2階患者支援センター内 1番カウンターでご相談を受

けつけております。

●ご相談の秘密を守り、各種専門職職員が、問題解決のお手伝いをいたします。ご希望

の方は、ご遠慮なく医師または、看護師にお申し出いただくか、直接2階患者支援セ

ンターへお越しください。

医療機関に提示すると、窓口でのお支払い（1ヶ月単位）が自己負担限度額までになる

認定証がございます。健康保険証に記載されている保険者へ申請手続きを行ってくだ

さい。詳しくは別紙『高額療養費・高齢者医療費についてのお知らせ』をご覧ください。

※病院からのお願い

DPCは、一つの病名に対して入院診療を行う事を前提とした制度です。

そのため、他の病気の治療や検査を希望された場合は、退院後にお願いする事がござ

いますので、あらかじめご了承ください。





下記のものをご用意いただき、患者支援センターにてお申し込みください。
●診察券
●ご依頼の保険会社などの診断書・証明書の用紙
　(当院の規定用紙を使用する場合がございますので、あらかじめご了承ください)
●文書料金(お申し込み時にお支払いください)
※お申し込み後のキャンセルならびにご返金は出来ませんのであらかじめご了承ください。

●郵送でのお受け取りをご希望の方は、診断書料の他に郵送代をご負担いただきます。
※入院中の患者さまは混雑を避けるため、午後からお願いいたします。
※入院中の患者さまが申し込まれる際は、退院日が決まってからお願いいたします。
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北九州総合病院 こども患者権利憲章
～北九州総合病院を受診したこどもたちへ～
私たちは、平成元年11月20日に国連総会で採択された「こども権利条約（児童の権利に
関する条約）の精神に則って北九州総合病院  こども患者権利憲章を策定しています。
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あなたは、どのような病気にかかったときでも、ほかの人と同じように、よい医療をうけ
ることができます。
あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間として大切にされ、病院の人たちや、ご家族
と力を合わせながら医療を受けることができます。
あなたは、病気のことや病気を治していく方法を、あなたがわかることばや絵などを使っ
て、あなたがわかるまで病院の人におしえてもらうことができます。
あなたは、病気のことや病気を治していく方法について、十分な説明を受けたうえで、自
分の考えや気持ちを病院の人やご家族に伝え、その決定に参加することができます。
あなたは、わからないことや不安なことがあるときは、いつでもご家族や病院の人たちの
ほかにも別の先生に聞いたり、話したりすることができます。
あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときは、十分
な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、い
つでもそれをやめることができます。決めるときに、わからないことや不安なことがあれ
ばいつでも、ご家族や病院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。
あなたは、不必要な入院、医療的処置や検査から守られ、できるかぎり安全に気配りされ
た医療をうけることができます。
あなたは、入院していても、勉強したり遊んだりすることができます。
あなたは、入院しているときでも、できるかぎりご家族と一緒に過ごすことができます。
あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持ちのことをできるだけくわしく
病院の人たちに伝えましょう。
あなたやみんなが気持ちよく過ごすために、病院の約束や社会の約束を守りましょう。

令和元年10月1日
北九州総合病院　病院長


